
議案第５６号 

 

大口町国民健康保険税条例の一部改正について 

 

大口町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとす

る。 

 

  令和５年９月２５日提出 

 

 大口町長   鈴 木 雅 博   

 

（提案理由） 

この案を提出するのは、地方税法の一部改正により、出産した被保険者等に係る

産前産後期間の国民健康保険税の減額制度が創設されたことに伴い、この条例の一

部を改正するため必要があるからである。 
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大口町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

大口町国民健康保険税条例（昭和４１年大口町条例第１２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２６条に次の１項を加える。 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第５６条の８９第４項に

規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属する場合における

当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額（第１項に規定す

る金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）

は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が、第２条第

２項ただし書、同条第３項ただし書及び同条第４項ただし書に定める額を超える

場合には、当該額）とする。 

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険

者につき第３条の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出産

被保険者の出産の予定日（地方税法施行規則第２４条の３０の５に定める場合

には、出産の日）の属する月（以下「出産予定月」という。）の前月（多胎妊

娠の場合には、３月前）から出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後

期間」という。）のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出

産被保険者につき第５条の規定により算定した被保険者均等割額の１２分の１

の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じ

て得た額として、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ出産被保険者１人に

ついて次に定める額 

ア 第１項第１号アに規定する金額を減額した世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 ２，７６０円 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 ４，１４０円 

イ 第１項第２号アに規定する金額を減額した世帯 
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(ｱ) 単胎妊娠の場合 ４，６００円 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 ６，９００円 

ウ 第１項第３号アに規定する金額を減額した世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 ７，３６０円 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 １１，０４０円 

エ アからウに掲げる世帯以外の世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 ９，２００円 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 １３，８００円 

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 

当該出産被保険者につき第７条の規定により算定した所得割額の１２分の１の

額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて

得た額 

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均

等割額 当該出産被保険者につき第９条の規定により算定した被保険者均等割

額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属

する月数を乗じて得た額として、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ出産

被保険者１人について次に定める額 

ア 第１項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 ９３０円 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 １，３９５円 

イ 第１項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 １，５５０円 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 ２，３２５円 

ウ 第１項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 ２，４８０円 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 ３，７２０円 

エ アからウに掲げる世帯以外の世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 ３，１００円 
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(ｲ) 多胎妊娠の場合 ４，６５０円 

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産

被保険者につき第１１条の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、

当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 

当該出産被保険者につき第１３条の規定により算定した被保険者均等割額の１

２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月

数を乗じて得た額として、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ出産被保険

者１人について次に定める額 

ア 第１項第１号オに規定する金額を減額した世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 １，１１０円 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 １，６６５円 

イ 第１項第２号オに規定する金額を減額した世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 １，８５０円 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 ２，７７５円 

ウ 第１項第３号オに規定する金額を減額した世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 ２，９６０円 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 ４，４４０円 

エ アからウに掲げる世帯以外の世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 ３，７００円 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 ５，５５０円 

第２９条の次に次の１条を加える。 

（出産被保険者に係る届出） 

第２９条の２ 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合

には、規則で定める事項を記載した届書に規則で定める書類を添付して町長に届

け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の６月前から行うこと

ができる。 
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３ 第１項の規定にかかわらず、町長が、当該出産被保険者について同項に掲げる

事項及び書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、同項

の規定による届出を省略させることができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の大口町国民健康保険税条例（以下「新条例」という。）

の規定は、令和５年度分の国民健康保険税のうち令和６年１月以後の期間に係る

もの及び令和６年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度

分の国民健康保険税のうち令和５年１２月以前の期間に係るもの及び令和４年度

分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 （準備行為） 

３ この条例の施行の日前において、新条例の規定による減額を受けられる者は、

同日前に新条例第２９条の２に規定する届出をすることができる。 
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大口町国民健康保険税条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２６条 略 第２６条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方

税法施行令第５６条の８９第４項に規定する

出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）

が属する場合における当該納税義務者に対し

て課する所得割額及び被保険者均等割額（第

１項に規定する金額を減額するものとした場

合にあっては、その減額後の被保険者均等割

額）は、当該所得割額及び被保険者均等割額

から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める額を減額して得た額（当

該減額して得た額が、第２条第２項ただし書、

同条第３項ただし書及び同条第４項ただし書

に定める額を超える場合には、当該額）とす

る。 

 

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎

課税額の所得割額 当該出産被保険者につ

き第３条の規定により算定した所得割額の

１２分の１の額に、当該出産被保険者の出

産の予定日（地方税法施行規則第２４条の

３０の５に定める場合には、出産の日）の

属する月（以下「出産予定月」という。）の

前月（多胎妊娠の場合には、３月前）から

出産予定月の翌々月までの期間（以下「産

前産後期間」という。）のうち当該年度に

属する月数を乗じて得た額 

 

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 当該出産被保

険者につき第５条の規定により算定した被

保険者均等割額の１２分の１の額に、当該

出産被保険者の産前産後期間のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額として、次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ出産

被保険者１人について次に定める額 
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新 旧 

ア 第１項第１号アに規定する金額を減額

した世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 ２，７６０円 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 ４，１４０円 

イ 第１項第２号アに規定する金額を減額

した世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 ４，６００円 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 ６，９００円 

ウ 第１項第３号アに規定する金額を減額

した世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 ７，３６０円 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 １１，０４０円 

エ アからウに掲げる世帯以外の世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 ９，２００円 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 １３，８００円 

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出

産被保険者につき第７条の規定により算定

した所得割額の１２分の１の額に、当該出

産被保険者の産前産後期間のうち当該年度

に属する月数を乗じて得た額 

 

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

  当該出産被保険者につき第９条の規定に

より算定した被保険者均等割額の１２分の

１の額に、当該出産被保険者の産前産後期

間のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額として、次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ出産被保険者１人について次に定

める額 

ア 第１項第１号ウに規定する金額を減額

した世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 ９３０円 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 １，３９５円 

イ 第１項第２号ウに規定する金額を減額

した世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 １，５５０円 
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新 旧 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 ２，３２５円 

ウ 第１項第３号ウに規定する金額を減額

した世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 ２，４８０円 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 ３，７２０円 

エ アからウに掲げる世帯以外の世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 ３，１００円 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 ４，６５０円 

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護

納付金課税額の所得割額 当該出産被保険

者につき第１１条の規定により算定した所

得割額の１２分の１の額に、当該出産被保

険者の産前産後期間のうち当該年度に属す

る月数を乗じて得た額 

 

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護

納付金課税額の被保険者均等割額 当該出

産被保険者につき第１３条の規定により算

定した被保険者均等割額の１２分の１の額

に、当該出産被保険者の産前産後期間のう

ち当該年度に属する月数を乗じて得た額と

して、次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれ出産被保険者１人について次に定める

額 

ア 第１項第１号オに規定する金額を減額

した世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 １，１１０円 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 １，６６５円 

イ 第１項第２号オに規定する金額を減額

した世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 １，８５０円 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 ２，７７５円 

ウ 第１項第３号オに規定する金額を減額

した世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 ２，９６０円 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 ４，４４０円 

エ アからウに掲げる世帯以外の世帯 

(ｱ) 単胎妊娠の場合 ３，７００円 
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新 旧 

(ｲ) 多胎妊娠の場合 ５，５５０円 

（出産被保険者に係る届出）  

第２９条の２ 国民健康保険税の納税義務者

は、出産被保険者が世帯に属する場合には、

規則で定める事項を記載した届書に規則で定

める書類を添付して町長に届け出なければな

らない。 

 

２ 前項の規定による届出は、出産被保険者の

出産の予定日の６月前から行うことができ

る。 

 

３ 第１項の規定にかかわらず、町長が、当該

出産被保険者について同項に掲げる事項及び

書類において明らかにすべき事項を確認する

ことができる場合は、同項の規定による届出

を省略させることができる。 
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の趣旨 

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部

を改正する法律が令和５年５月１９日に公布され、地方税法の一部改正において、

出産した被保険者等に係る産前産後期間の国民健康保険税の減額制度が創設され

たことに伴い、必要な改正を行うものです。 

 

２ 改正の内容 

(1) 対象者 

対象者は、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者です。 

 

 (2) 減額措置 

   (1)の対象者が出産する予定の場合又は出産した場合に、国民健康保険税の

うち、対象者につき算定した、産前産後期間相当分（出産の予定日の属する月

の前月（多胎妊娠の場合には３月前）から出産予定月の翌々月までの期間）に

係る所得割額及び被保険者均等割額を減額します。 

 

  【減額対象期間の例】…太線で囲んだ部分 

 (３月前) (２月前) (１月前)  (１月後) (２月後) 

 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 

単胎妊娠    出産予定日   

多胎妊娠    出産予定日   

＊出産予定日…届出が出産後の場合は「出産日」。 

＊減額期間…単胎妊娠（１人の子どもを妊娠）の場合は４か月、多胎妊娠（２人以上の子どもを同

時に妊娠）の場合は６か月。 
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(3) 所得割額 

 区 分 減 額 条 項 

基礎課税額

分所得割額 

単胎妊娠 
課税対象所得額×税率５．７６％ 

×１／１２×４月 
第２６条第３項第１号 

多胎妊娠 
課税対象所得額×税率５．７６％ 

×１／１２×６月 

後期高齢者

支援金等分

所得割額 

単胎妊娠 
課税対象所得額×税率２．３５％ 

×１／１２×４月 
第２６条第３項第３号 

多胎妊娠 
課税対象所得額×税率２．３５％ 

×１／１２×６月 

介護納付金

分所得割額 

単胎妊娠 
課税対象所得額×税率１．７８％ 

×１／１２×４月 
第２６条第３項第５号 

多胎妊娠 
課税対象所得額×税率１．７８％ 

×１／１２×６月 

＊課税対象所得額…前年の総所得金額等から基礎控除４３万円を差し引いた額 

 

(4) 均等割額 

ア ７割軽減世帯 

 区 分 減 額 条 項 

基礎課税額分均等割額 
単胎妊娠 ２，７６０円 

第２６条第３項第２号ア 
多胎妊娠 ４，１４０円 

後期高齢者支援金等分

均等割額 

単胎妊娠 ９３０円 
第２６条第３項第４号ア 

多胎妊娠 １，３９５円 

介護納付金分均等割額 
単胎妊娠 １，１１０円 

第２６条第３項第６号ア 
多胎妊娠 １，６６５円 

イ ５割軽減世帯 

 区 分 減 額 条 項 

基礎課税額分均等割額 
単胎妊娠 ４，６００円 

第２６条第３項第２号イ 
多胎妊娠 ６，９００円 

後期高齢者支援金等分

均等割額 

単胎妊娠 １，５５０円 
第２６条第３項第４号イ 

多胎妊娠 ２，３２５円 

介護納付金分均等割額 
単胎妊娠 １，８５０円 

第２６条第３項第６号イ 
多胎妊娠 ２，７７５円 
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ウ ２割軽減世帯 

 区 分 減 額 条 項 

基礎課税額分均等割額 
単胎妊娠 ７，３６０円 

第２６条第３項第２号ウ 
多胎妊娠 １１，０４０円 

後期高齢者支援金等分

均等割額 

単胎妊娠 ２，４８０円 
第２６条第３項第４号ウ 

多胎妊娠 ３，７２０円 

介護納付金分均等割額 
単胎妊娠 ２，９６０円 

第２６条第３項第６号ウ 
多胎妊娠 ４，４４０円 

  エ アからウまでの世帯以外の世帯 

 区 分 減 額 条 項 

基礎課税額分均等割額 
単胎妊娠 ９，２００円 

第２６条第３項第２号エ 
多胎妊娠 １３，８００円 

後期高齢者支援金等分

均等割額 

単胎妊娠 ３，１００円 
第２６条第３項第４号エ 

多胎妊娠 ４，６５０円 

介護納付金分均等割額 
単胎妊娠 ３，７００円 

第２６条第３項第６号エ 
多胎妊娠 ５，５５０円 

 

３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

この条例は、令和６年１月１日から施行します。 

 

(2) 適用区分 

この条例による改正後の大口町国民健康保険税条例の規定は、令和５年度分

の国民健康保険税のうち令和６年１月以後の期間に係るもの及び令和６年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分の国民健康保険税

のうち令和５年１２月以前の期間に係るもの及び令和４年度分までの国民健康

保険税については、なお従前の例によります。 
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